
瑞浪市告示第６号 

  

 令和８年１月２３日付けをもって地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１８０条第１項の規定により、専決処分した令和７年度瑞浪市一般会計補

正予算（第８号）は、別冊のとおりである。 

    

令和８年１月２３日 

                  瑞浪市長 水 野 光 二 

 

（別冊） 

１ 令和７年度 瑞浪市一般会計補正予算（第８号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専第６号 
 

令和７年度瑞浪市一般会計補正予算（第８号） 
 
 令和７年度瑞浪市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８，０００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３，６４４，４００千

円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和８年１月２３日 専決 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    



(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

16 県 支 出 金 １，１６５，２０９ １８，０００ １，１８３，２０９

3 委 託 金 １０４，７５６ １８，０００ １２２，７５６

歳　　入　　合　　計 ２３，６２６，４００ １８，０００ ２３，６４４，４００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 ３，４９７，７００ １８，０００ ３，５１５，７００

4 選 挙 費 ３６，１８０ １８，０００ ５４，１８０

歳　　出　　合　　計 ２３，６２６，４００ １８，０００ ２３，６４４，４００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正


